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○

学
校
教
育
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
百
三
十
一
条
の
政
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
百
三
十
一
条
の
政
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
十
四
条
の
三

法
第
百
三
十
一
条
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

第
二
十
四
条
の
三

法
第
百
三
十
一
条
の
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
市
町
村
の
設
置
す

（
市
町
村
の
設
置
す
る
専
修
学
校
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
場

る
専
修
学
校
に
あ
つ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
と
し
、
私
立
の
専
修
学
校
に
あ
つ

合
）
と
す
る
。

て
は
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

専
攻
科
を
設
置
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

（
新
設
）

二

分
校
を
設
置
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

一

分
校
を
設
置
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

三

校
地
、
校
舎
そ
の
他
直
接
教
育
の
用
に
供
す
る
土
地
及
び
建
物
に
関
す
る
権
利

二

校
地
、
校
舎
そ
の
他
直
接
教
育
の
用
に
供
す
る
土
地
及
び
建
物
に
関
す
る
権
利

を
取
得
し
、
若
し
く
は
処
分
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
用
途
の
変
更
、
改
築
等

を
取
得
し
、
若
し
く
は
処
分
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
又
は
用
途
の
変
更
、
改
築
等

に
よ
り
こ
れ
ら
の
土
地
及
び
建
物
の
現
状
に
重
要
な
変
更
を
加
え
よ
う
と
す
る
と

に
よ
り
こ
れ
ら
の
土
地
及
び
建
物
の
現
状
に
重
要
な
変
更
を
加
え
よ
う
と
す
る
と

き
。

き
。
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○

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
学
資
金
の
貸
与
の
要
件
）

（
学
資
金
の
貸
与
の
要
件
）

第
百
二
十
条
の
二

（
略
）

第
百
二
十
条
の
二

（
略
）

２

法
第
九
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
学
位
に
相
当
す
る
も
の
は
、

２

法
第
九
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
学
位
に
相
当
す
る
も
の
は
、

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

外
国
の
学
校
の
課
程
で
あ
つ
て
、
大
学
又
は
大
学
院
の
課
程
に
相
当
す
る
も
の

一

外
国
に
お
い
て
授
与
さ
れ
た
学
校
の
課
程
の
修
了
に
関
す
る
称
号
で
あ
つ
て
、

と
し
て
防
衛
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
の
修
了
の
地
位

学
士
、
修
士
又
は
博
士
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
防
衛
大
臣
が
認
め
る
も
の

二

学
校
教
育
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
専
修
学
校
の
専

二

学
校
教
育
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
専
修
学
校
の
専
門
課
程
（
修

門
課
程
（
修
業
年
限
が
四
年
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
百
二
十

業
年
限
が
四
年
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
修
了
し
た
者
が
称
す
る
こ
と
が

五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
専
修
学
校
の
専
攻
科
の
課
程
で
あ
つ

で
き
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
称
号
で
あ
つ
て
、
学
士
に
相
当
す

て
、
大
学
の
課
程
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
防
衛
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
る
と
防
衛
大
臣
が
認
め
る
も
の

る
も
の
の
修
了
の
地
位
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○

学
校
保
健
安
全
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
百
七
十
四
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
専
修
学
校
へ
の
準
用
）

（
専
修
学
校
へ
の
準
用
）

第
十
一
条

第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て

第
十
一
条

第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て

法
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
を
専
修
学
校
に
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

法
第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
を
専
修
学
校
に
準
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
二
号
中
「
法
第
二
十
条
」
と
あ
る
の
は
「

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
条
第
二
号
中
「
法
第
二
十
条
」
と
あ
る
の
は
「

法
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
」
と
、
第
六
条
第
一
項
中

法
第
三
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
条
」
と
、
第
六
条
第
一
項
中

「
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
（
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支

「
幼
児
、
児
童
又
は
生
徒
（
高
等
学
校
（
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
及
び
特
別
支

援
学
校
の
高
等
部
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
生
徒
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
そ
の

援
学
校
の
高
等
部
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
生
徒
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
そ
の

保
護
者
に
、
高
等
学
校
の
生
徒
又
は
学
生
に
あ
つ
て
は
当
該
生
徒
」
と
あ
る
の
は
「

保
護
者
に
、
高
等
学
校
の
生
徒
又
は
学
生
に
あ
つ
て
は
当
該
生
徒
又
は
学
生
」
と
あ

生
徒
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
の
は
「
生
徒
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○

国
民
年
金
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
八
十
四
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
九
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
学
生
等
）

（
法
第
九
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
学
生
等
）

第
六
条
の
六

法
第
九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
徒
又
は
学
生
で
あ
つ
て
政
令
で
定

第
六
条
の
六

法
第
九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
生
徒
又
は
学
生
で
あ
つ
て
政
令
で
定

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
生
徒
又
は
学
生
と
す
る
。

め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
生
徒
又
は
学
生
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

学
校
教
育
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
に
在
学
す
る
生
徒
又
は
学

八

学
校
教
育
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
に
在
学
す
る
生
徒

生
九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）
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○

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
貸
付
金
額
の
限
度
）

（
貸
付
金
額
の
限
度
）

第
七
条

法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
（
以
下
単
に
「
母
子
福
祉

第
七
条

法
第
十
六
条
に
規
定
す
る
母
子
福
祉
資
金
貸
付
金
（
以
下
単
に
「
母
子
福
祉

資
金
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
付
金
額
の
限
度
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
金
の

資
金
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
付
金
額
の
限
度
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
資
金
の

種
別
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

種
別
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「
母
子
修
学
資
金
」
と

三

法
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「
母
子
修
学
資
金
」
と

い
う
。
）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
母
子
修
学
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

い
う
。
）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
母
子
修
学
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額
。
た
だ
し
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専

れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額
。
た
だ
し
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専

修
学
校
に
就
学
す
る
児
童
に
つ
い
て
十
八
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三

修
学
校
に
就
学
す
る
児
童
に
つ
い
て
十
八
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三

十
一
日
が
終
了
し
た
こ
と
に
よ
り
児
童
扶
養
手
当
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く

十
一
日
が
終
了
し
た
こ
と
に
よ
り
児
童
扶
養
手
当
等
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
つ
た
配
偶
者
の
な
い
女
子
が
扶
養
し
て
い
る
当
該
児
童
に
係
る
母
子
修
学
資
金

な
つ
た
配
偶
者
の
な
い
女
子
が
扶
養
し
て
い
る
当
該
児
童
に
係
る
母
子
修
学
資
金

に
つ
い
て
は
、
当
該
就
学
期
間
中
そ
の
額
に
児
童
扶
養
手
当
法
第
五
条
第
一
項
に

に
つ
い
て
は
、
当
該
就
学
期
間
中
そ
の
額
に
児
童
扶
養
手
当
法
第
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
額
（
同
法
第
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
児
童
扶
養
手
当
の
額
が
改
定
さ

規
定
す
る
額
（
同
法
第
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
児
童
扶
養
手
当
の
額
が
改
定
さ

れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
額
。
以
下
同
じ
。
）
を
加
算
し
た
額

れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
額
。
以
下
同
じ
。
）
を
加
算
し
た
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
に
就
学
す
る
児
童
（
専
修
学
校
に
あ

ロ

大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
に
就
学
す
る
児
童
（
専
修
学
校
に
あ

つ
て
は
、
専
門
課
程
又
は
専
攻
科
の
課
程
を
履
修
す
る
児
童
に
限
る
。
）
に
係

つ
て
は
、
専
門
課
程
を
履
修
す
る
児
童
に
限
る
。
）
に
係
る
母
子
修
学
資
金

る
母
子
修
学
資
金

就
学
期
間
中
月
額
十
万
八
千
五
百
円
（
自
宅
外
通
学
の
児

就
学
期
間
中
月
額
十
万
八
千
五
百
円
（
自
宅
外
通
学
の
児
童
に
あ
つ
て
は
、
十
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童
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
六
千
円
）
。
た
だ
し
、
当
該
児
童
が
独
立
行
政
法
人

四
万
六
千
円
）
。
た
だ
し
、
当
該
児
童
が
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構

日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七
条
の
二
第

法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学

一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
（
以
下
「
学
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給

資
支
給
金
（
以
下
「
学
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
又
は
大
学
等
に
お
け

又
は
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号

る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
八
号
。
第
十
一
号
ロ
た
だ

。
第
十
一
号
ロ
た
だ
し
書
に
お
い
て
「
大
学
等
修
学
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第

し
書
に
お
い
て
「
大
学
等
修
学
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
減
免
（
以
下
「
授
業
料
減
免
」
と
い
う

に
よ
る
授
業
料
の
減
免
（
以
下
「
授
業
料
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と

。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
当
該
学
資
支
給
金
の
月

が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
当
該
学
資
支
給
金
の
月
額
と
当
該
授
業
料
減

額
と
当
該
授
業
料
減
免
の
年
額
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の

免
の
年
額
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
。
第
三
十
一
条
の
五
第
三
号
ロ

、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
。
第
三
十
一
条
の
五
第
三
号
ロ
た
だ
し
書
及
び
第
三

た
だ
し
書
及
び
第
三
十
六
条
第
三
号
ロ
た
だ
し
書
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
合

十
六
条
第
三
号
ロ
た
だ
し
書
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額

計
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零

を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

と
す
る
。
）

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

四
～
十

（
略
）

四
～
十

（
略
）

十
一

第
三
条
第
十
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「
母
子
就
学
支
度
資
金
」
と
い
う

十
一

第
三
条
第
十
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「
母
子
就
学
支
度
資
金
」
と
い
う

。
）

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
母
子
就
学
支
度
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

。
）

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
母
子
就
学
支
度
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
又
は
高
等
学
校
若
し
く
は
専
修

イ

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
又
は
高
等
学
校
若
し
く
は
専
修

学
校
（
専
門
課
程
及
び
専
攻
科
を
除
く
。
）
へ
入
学
す
る
児
童
（
配
偶
者
の
な

学
校
（
専
門
課
程
を
除
く
。
）
へ
入
学
す
る
児
童
（
配
偶
者
の
な
い
女
子
の
二

い
女
子
の
二
十
歳
以
上
で
あ
る
子
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

十
歳
以
上
で
あ
る
子
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
母

）
に
係
る
母
子
就
学
支
度
資
金

十
六
万
円
（
私
立
の
高
等
学
校
又
は
専
修
学

子
就
学
支
度
資
金

十
六
万
円
（
私
立
の
高
等
学
校
又
は
専
修
学
校
の
高
等
課

校
の
高
等
課
程
へ
入
学
す
る
児
童
に
あ
つ
て
は
、
四
十
二
万
円
）

程
へ
入
学
す
る
児
童
に
あ
つ
て
は
、
四
十
二
万
円
）

ロ

大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
専
門
課
程
及
び
専
攻
科

ロ

大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
専
門
課
程
に
限
る
。
以
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に
限
る
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
入
学
す
る
児
童
に
係
る
母
子
就
学
支

下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
入
学
す
る
児
童
に
係
る
母
子
就
学
支
度
資
金

四

度
資
金

四
十
三
万
円
（
私
立
の
大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修

十
三
万
円
（
私
立
の
大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
へ
入
学

学
校
へ
入
学
す
る
児
童
に
あ
つ
て
は
、
五
十
九
万
円
）
。
た
だ
し
、
当
該
児
童

す
る
児
童
に
あ
つ
て
は
、
五
十
九
万
円
）
。
た
だ
し
、
当
該
児
童
が
大
学
等
修

が
大
学
等
修
学
支
援
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
学
金
の
減
免
（
以
下

学
支
援
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
学
金
の
減
免
（
以
下
「
入
学
金
減

「
入
学
金
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
額
か

免
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
当
該
入
学

ら
当
該
入
学
金
減
免
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額

金
減
免
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

（
貸
付
金
額
の
限
度
）

（
貸
付
金
額
の
限
度
）

第
三
十
一
条
の
五

法
第
三
十
一
条
の
六
第
六
項
に
規
定
す
る
父
子
福
祉
資
金
貸
付
金

第
三
十
一
条
の
五

法
第
三
十
一
条
の
六
第
六
項
に
規
定
す
る
父
子
福
祉
資
金
貸
付
金

（
以
下
単
に
「
父
子
福
祉
資
金
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
付
金
額
の
限
度
は
、
次

（
以
下
単
に
「
父
子
福
祉
資
金
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
付
金
額
の
限
度
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
資
金
の
種
別
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

の
各
号
に
掲
げ
る
資
金
の
種
別
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「
父
子
修
学
資

三

法
第
三
十
一
条
の
六
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「
父
子
修
学
資

金
」
と
い
う
。
）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
父
子
修
学
資
金
の
区
分
に
応
じ
、

金
」
と
い
う
。
）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
父
子
修
学
資
金
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額
。
た
だ
し
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校

そ
れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額
。
た
だ
し
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校

又
は
専
修
学
校
に
就
学
す
る
児
童
に
つ
い
て
十
八
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の

又
は
専
修
学
校
に
就
学
す
る
児
童
に
つ
い
て
十
八
歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最
初
の

三
月
三
十
一
日
が
終
了
し
た
こ
と
に
よ
り
児
童
扶
養
手
当
等
を
受
け
る
こ
と
が
で

三
月
三
十
一
日
が
終
了
し
た
こ
と
に
よ
り
児
童
扶
養
手
当
等
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
く
な
つ
た
配
偶
者
の
な
い
男
子
が
扶
養
し
て
い
る
当
該
児
童
に
係
る
父
子
修

き
な
く
な
つ
た
配
偶
者
の
な
い
男
子
が
扶
養
し
て
い
る
当
該
児
童
に
係
る
父
子
修

学
資
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
就
学
期
間
中
そ
の
額
に
児
童
扶
養
手
当
法
第
五
条
第

学
資
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
就
学
期
間
中
そ
の
額
に
児
童
扶
養
手
当
法
第
五
条
第

一
項
に
規
定
す
る
額
を
加
算
し
た
額

一
項
に
規
定
す
る
額
を
加
算
し
た
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）
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ロ

大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
に
就
学
す
る
児
童
（
専
修
学
校
に
あ

ロ

大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
に
就
学
す
る
児
童
（
専
修
学
校
に
あ

つ
て
は
、
専
門
課
程
又
は
専
攻
科
の
課
程
を
履
修
す
る
児
童
に
限
る
。
）
に
係

つ
て
は
、
専
門
課
程
を
履
修
す
る
児
童
に
限
る
。
）
に
係
る
父
子
修
学
資
金

る
父
子
修
学
資
金

就
学
期
間
中
月
額
十
万
八
千
五
百
円
（
自
宅
外
通
学
の
児

就
学
期
間
中
月
額
十
万
八
千
五
百
円
（
自
宅
外
通
学
の
児
童
に
あ
つ
て
は
、
十

童
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
六
千
円
）
。
た
だ
し
、
当
該
児
童
が
学
資
支
給
金
の

四
万
六
千
円
）
。
た
だ
し
、
当
該
児
童
が
学
資
支
給
金
の
支
給
又
は
授
業
料
減

支
給
又
は
授
業
料
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
当
該

免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
当
該
学
資
支
給
金
の
月
額

学
資
支
給
金
の
月
額
と
当
該
授
業
料
減
免
の
年
額
を
十
二
で
除
し
た
額
と
の
合

と
当
該
授
業
料
減
免
の
年
額
を
十
二
で
除
し
た
額
と
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額

計
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零

を
控
除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

と
す
る
。
）

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

四
～
十

（
略
）

四
～
十

（
略
）

十
一

第
三
十
一
条
第
十
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「
父
子
就
学
支
度
資
金
」
と

十
一

第
三
十
一
条
第
十
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「
父
子
就
学
支
度
資
金
」
と

い
う
。
）

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
父
子
就
学
支
度
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ

い
う
。
）

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
父
子
就
学
支
度
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
又
は
高
等
学
校
若
し
く
は
専
修

イ

小
学
校
若
し
く
は
中
学
校
へ
入
学
す
る
児
童
又
は
高
等
学
校
若
し
く
は
専
修

学
校
（
専
門
課
程
及
び
専
攻
科
を
除
く
。
）
へ
入
学
す
る
児
童
（
配
偶
者
の
な

学
校
（
専
門
課
程
を
除
く
。
）
へ
入
学
す
る
児
童
（
配
偶
者
の
な
い
男
子
の
二

い
男
子
の
二
十
歳
以
上
で
あ
る
子
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

十
歳
以
上
で
あ
る
子
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
父

）
に
係
る
父
子
就
学
支
度
資
金

十
六
万
円
（
私
立
の
高
等
学
校
又
は
専
修
学

子
就
学
支
度
資
金

十
六
万
円
（
私
立
の
高
等
学
校
又
は
専
修
学
校
の
高
等
課

校
の
高
等
課
程
へ
入
学
す
る
児
童
に
あ
つ
て
は
、
四
十
二
万
円
）

程
へ
入
学
す
る
児
童
に
あ
つ
て
は
、
四
十
二
万
円
）

ロ

大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
専
門
課
程
及
び
専
攻
科

ロ

大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
専
門
課
程
に
限
る
。
以

に
限
る
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
入
学
す
る
児
童
に
係
る
父
子
就
学
支

下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
入
学
す
る
児
童
に
係
る
父
子
就
学
支
度
資
金

四

度
資
金

四
十
三
万
円
（
私
立
の
大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修

十
三
万
円
（
私
立
の
大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
へ
入
学

学
校
へ
入
学
す
る
児
童
に
あ
つ
て
は
、
五
十
九
万
円
）
。
た
だ
し
、
当
該
児
童

す
る
児
童
に
あ
つ
て
は
、
五
十
九
万
円
）
。
た
だ
し
、
当
該
児
童
が
入
学
金
減

が
入
学
金
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
当
該
入
学
金

免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
当
該
入
学
金
減
免
の
額
に
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減
免
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額

相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）

（
貸
付
金
額
の
限
度
）

（
貸
付
金
額
の
限
度
）

第
三
十
六
条

法
第
三
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
（
以
下
単

第
三
十
六
条

法
第
三
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
（
以
下
単

に
「
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
付
金
額
の
限
度
は
、
次
の
各
号
に

に
「
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
の
貸
付
金
額
の
限
度
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
資
金
の
種
別
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

掲
げ
る
資
金
の
種
別
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「
寡
婦
修
学
資
金
」

三

法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「
寡
婦
修
学
資
金
」

と
い
う
。
）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
寡
婦
修
学
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

と
い
う
。
）

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
寡
婦
修
学
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

ぞ
れ
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
に
就
学
す
る
寡
婦
の
被
扶
養
者
（
専

ロ

大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
に
就
学
す
る
寡
婦
の
被
扶
養
者
（
専

修
学
校
に
あ
つ
て
は
、
専
門
課
程
又
は
専
攻
科
の
課
程
を
履
修
す
る
寡
婦
の
被

修
学
校
に
あ
つ
て
は
、
専
門
課
程
を
履
修
す
る
寡
婦
の
被
扶
養
者
に
限
る
。
）

扶
養
者
に
限
る
。
）
に
係
る
寡
婦
修
学
資
金

就
学
期
間
中
月
額
十
万
八
千
五

に
係
る
寡
婦
修
学
資
金

就
学
期
間
中
月
額
十
万
八
千
五
百
円
（
自
宅
外
通
学

百
円
（
自
宅
外
通
学
の
寡
婦
の
被
扶
養
者
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
六
千
円
）
。

の
寡
婦
の
被
扶
養
者
に
あ
つ
て
は
、
十
四
万
六
千
円
）
。
た
だ
し
、
当
該
寡
婦

た
だ
し
、
当
該
寡
婦
の
被
扶
養
者
が
学
資
支
給
金
の
支
給
又
は
授
業
料
減
免
を

の
被
扶
養
者
が
学
資
支
給
金
の
支
給
又
は
授
業
料
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
当
該
学
資
支
給
金
の
月
額
と
当

る
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
当
該
学
資
支
給
金
の
月
額
と
当
該
授
業
料
減
免
の
年

該
授
業
料
減
免
の
年
額
を
十
二
で
除
し
た
額
と
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額
を
控

額
を
十
二
で
除
し
た
額
と
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
額

除
し
た
額
（
当
該
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

四
～
十

（
略
）

四
～
十

（
略
）
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十
一

第
三
十
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「
寡
婦
就
学
支
度
資
金
」
と

十
一

第
三
十
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
資
金
（
以
下
「
寡
婦
就
学
支
度
資
金
」
と

い
う
。
）

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
寡
婦
就
学
支
度
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ

い
う
。
）

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
寡
婦
就
学
支
度
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

れ
ぞ
れ
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
定
め
る
額

イ

高
等
学
校
又
は
専
修
学
校
（
専
門
課
程
及
び
専
攻
科
を
除
く
。
）
へ
入
学
す

イ

高
等
学
校
又
は
専
修
学
校
（
専
門
課
程
を
除
く
。
）
へ
入
学
す
る
寡
婦
の
被

る
寡
婦
の
被
扶
養
者
に
係
る
寡
婦
就
学
支
度
資
金

十
六
万
円
（
私
立
の
高
等

扶
養
者
に
係
る
寡
婦
就
学
支
度
資
金

十
六
万
円
（
私
立
の
高
等
学
校
又
は
専

学
校
又
は
専
修
学
校
の
高
等
課
程
へ
入
学
す
る
寡
婦
の
被
扶
養
者
に
あ
つ
て
は

修
学
校
の
高
等
課
程
へ
入
学
す
る
寡
婦
の
被
扶
養
者
に
あ
つ
て
は
、
四
十
二
万

、
四
十
二
万
円
）

円
）

ロ

大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
専
門
課
程
及
び
専
攻
科

ロ

大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修
学
校
（
専
門
課
程
に
限
る
。
以

に
限
る
。
以
下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
入
学
す
る
寡
婦
の
被
扶
養
者
に
係
る

下
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
へ
入
学
す
る
寡
婦
の
被
扶
養
者
に
係
る
寡
婦
就
学
支

寡
婦
就
学
支
度
資
金

四
十
三
万
円
（
私
立
の
大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学

度
資
金

四
十
三
万
円
（
私
立
の
大
学
、
大
学
院
、
高
等
専
門
学
校
又
は
専
修

校
又
は
専
修
学
校
へ
入
学
す
る
寡
婦
の
被
扶
養
者
に
あ
つ
て
は
、
五
十
九
万
円

学
校
へ
入
学
す
る
寡
婦
の
被
扶
養
者
に
あ
つ
て
は
、
五
十
九
万
円
）
。
た
だ
し

）
。
た
だ
し
、
当
該
寡
婦
の
被
扶
養
者
が
入
学
金
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

、
当
該
寡
婦
の
被
扶
養
者
が
入
学
金
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、

る
と
き
は
、
当
該
額
か
ら
当
該
入
学
金
減
免
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た

当
該
額
か
ら
当
該
入
学
金
減
免
の
額
に
相
当
す
る
額
を
控
除
し
た
額

額
ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

十
二

（
略
）

十
二

（
略
）
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○

保
険
業
法
施
行
令
（
平
成
七
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）
（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
保
険
業
の
定
義
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の
）

（
保
険
業
の
定
義
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の
）

第
一
条
の
三

法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
ト
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

第
一
条
の
三

法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
ト
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

一
の
専
修
学
校
（
学
校
教
育
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
を
い
う

七

一
の
専
修
学
校
（
学
校
教
育
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
を
い
う

。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
一
の
各
種
学
校
（
同
法
第
百
三

。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
一
の
各
種
学
校
（
同
法
第
百
三

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
の
う
ち
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
限

十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校
の
う
ち
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
一
の
専
修
学
校
若
し
く
は

る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
一
の
専
修
学
校
若
し
く
は

各
種
学
校
の
学
生
若
し
く
は
生
徒
（
各
種
学
校
の
生
徒
に
あ
っ
て
は
、
内
閣
府
令

各
種
学
校
の
生
徒
（
各
種
学
校
に
あ
っ
て
は
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。

で
定
め
る
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
構
成
す
る

以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
構
成
す
る
団
体
が
そ
の
生
徒
を
相

団
体
が
そ
の
学
生
又
は
生
徒
を
相
手
方
と
し
て
行
う
も
の

手
方
と
し
て
行
う
も
の

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）
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○

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
六
年
政
令
第
二
号
）
（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

第
一
条

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

第
一
条

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
第
一
項
の
第
一
種
学
資
貸
与
金
（
以
下
単
に
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
と
い
う
。

条
第
一
項
の
第
一
種
学
資
貸
与
金
（
以
下
単
に
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
と
い
う
。

）
の
月
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
欄
に

）
の
月
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
に
在
学
す
る
者
に
つ
い
て
、
同
欄
に

掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る

額
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

額
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

区

分

月

額

区

分

月

額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

専

修

学

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人

自
宅
通
学

二
〇
、
〇
〇

専
修
学
校

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人

自
宅
通
学

二
〇
、
〇
〇

校

（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一

の
と
き

〇
円
、
三
〇

（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一

の
と
き

〇
円
、
三
〇

年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に

、
〇
〇
〇
円

年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に

、
〇
〇
〇
円

規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
第

又
は
四
五
、

規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
第

又
は
四
五
、

八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
表
及
び
第

〇
〇
〇
円

八
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
表
及
び
第

〇
〇
〇
円

二
項
第
一
号
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

二
項
第
一
号
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）

、
国
立
大
学
法
人
又
は
地
方
独
立
行
政

、
国
立
大
学
法
人
又
は
地
方
独
立
行
政

法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条

法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法

自
宅
外
通

二
〇
、
〇
〇

第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法

自
宅
外
通

二
〇
、
〇
〇

人
を
い
う
。
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一

学
の
と
き

〇
円
、
三
〇

人
を
い
う
。
第
八
条
の
二
第
一
項
第
一

学
の
と
き

〇
円
、
三
〇
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号
の
表
及
び
第
二
項
第
一
号
の
表
に
お

、
〇
〇
〇
円

号
の
表
及
び
第
二
項
第
一
号
の
表
に
お

、
〇
〇
〇
円

い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
修
学
校

、
四
〇
、
〇

い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
修
学
校

、
四
〇
、
〇

〇
〇
円
又
は

（
専
門
課
程
に
限
る
。
附
則
第
十
一
条

〇
〇
円
又
は

五
一
、
〇
〇

第
一
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）

五
一
、
〇
〇

〇
円

〇
円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

「
専
修
学
校
」
は
、
専
門
課
程
及
び
専
攻
科
に
限
る
。

（
新
設
）

六
・
七

（
略
）

五
・
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

大
学
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。
）
又
は
第
一
項
の

３

大
学
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。
）
又
は
専
修
学
校

表
備
考
第
五
号
に
規
定
す
る
専
修
学
校
（
以
下
「
貸
与
対
象
専
修
学
校
」
と
い
う
。

に
在
学
す
る
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
生
計
維
持
者
の
所
得
が
文
部
科
学
大
臣
の
認
可

）
に
在
学
す
る
者
の
う
ち
、
そ
の
者
の
生
計
維
持
者
の
所
得
が
文
部
科
学
大
臣
の
認

を
受
け
て
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
定

可
を
受
け
て
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の

め
る
額
以
上
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
第

定
め
る
額
以
上
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、

一
項
の
表
大
学
の
項
下
欄
、
高
等
専
門
学
校
の
項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
の

同
表
大
学
の
項
下
欄
、
高
等
専
門
学
校
の
項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
の
規
定

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
（
そ
の
う
ち
最
も
高
い
額
を
除
く
。
）
の

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
（
そ
の
う
ち
最
も
高
い
額
を
除
く
。
）
の
う
ち

う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

貸
与
を
受
け
る
学
生
が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

４

大
学
又
は
貸
与
対
象
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
の
う
ち

４

大
学
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
の
う
ち
、
教
員
に

、
教
員
に
面
接
し
て
授
業
を
受
け
る
期
間
が
夏
季
等
の
特
別
の
時
期
に
集
中
す
る
者

面
接
し
て
授
業
を
受
け
る
期
間
が
夏
季
等
の
特
別
の
時
期
に
集
中
す
る
者
そ
の
他
文

そ
の
他
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
特
定
通
信
教
育
受
講
者
」

部
科
学
省
令
で
定
め
る
者
（
次
条
に
お
い
て
「
特
定
通
信
教
育
受
講
者
」
と
い
う
。
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と
い
う
。
）
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
表
大
学

）
に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
表
大
学
の
項
下
欄

の
項
下
欄
若
し
く
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

若
し
く
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
年
当
た
り

年
当
た
り
の
合
計
額
が
八
八
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
な
い
額
の
範
囲
内
で
学
校
等
の
種

の
合
計
額
が
八
八
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
な
い
額
の
範
囲
内
で
学
校
等
の
種
別
及
び
通

別
及
び
通
学
形
態
の
別
を
考
慮
し
て
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

学
形
態
の
別
を
考
慮
し
て
機
構
の
定
め
る
額
と
す
る
。

（
学
資
支
給
金
の
支
給
等
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

（
学
資
支
給
金
の
支
給
等
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
）

第
一
条
の
二

大
学
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。
）
又
は

第
一
条
の
二

大
学
、
高
等
専
門
学
校
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る
。
）
又
は

貸
与
対
象
専
修
学
校
に
在
学
す
る
者
（
特
定
通
信
教
育
受
講
者
で
あ
る
も
の
を
除
く

専
修
学
校
に
在
学
す
る
者
（
特
定
通
信
教
育
受
講
者
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う

。
）
の
う
ち
、
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下
単
に
「
学
資
支
給

ち
、
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
学
資
支
給
金
（
以
下
単
に
「
学
資
支
給
金
」
と
い

金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
又
は
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令

う
。
）
の
支
給
又
は
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法

和
元
年
法
律
第
八
号
。
以
下
「
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

律
第
八
号
。
以
下
「
支
援
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料

る
授
業
料
の
減
免
（
次
項
に
お
い
て
「
授
業
料
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
も
の

の
減
免
（
次
項
に
お
い
て
「
授
業
料
減
免
」
と
い
う
。
）
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る

に
対
す
る
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
表
大
学
の
項

第
一
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
の
表
大
学
の
項
下
欄
、
高

下
欄
、
高
等
専
門
学
校
の
項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず

等
専
門
学
校
の
項
下
欄
又
は
専
修
学
校
の
項
下
欄
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の

、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

の
下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し

定
め
る
額
の
う
ち
最
も
高
い
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
そ

た
額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
又
は
当
該
控
除
し
た
額

の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
又
は
当
該
控
除
し
た
額
の
一
万
円

の
一
万
円
未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
未
満
の
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち

未
満
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額
未
満
の
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
の
う
ち
、
貸
与
を

、
貸
与
を
受
け
る
学
生
が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が
選
択
す
る
額
と
す
る
。

一

当
該
学
生
に
つ
き
第
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
算
定

一

当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
第
八
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に

さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額
（
当
該
学
生
が
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
で
あ
る

よ
り
算
定
さ
れ
る
学
資
支
給
金
の
額
（
当
該
学
生
又
は
生
徒
が
通
信
に
よ
る
教
育

場
合
に
は
、
当
該
額
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ

を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
額
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円

た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）

未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
）
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二

当
該
学
生
に
つ
き
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令

二

当
該
学
生
又
は
生
徒
に
つ
き
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施

和
元
年
政
令
第
四
十
九
号
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
支
援
法
施
行
令
」
と
い
う

行
令
（
令
和
元
年
政
令
第
四
十
九
号
。
次
項
第
二
号
に
お
い
て
「
支
援
法
施
行
令

。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
の
区
分
に

れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
授
業
料
の
年
額
（
当
該
学
生
が
通
信
に
よ
る
教
育

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
授
業
料
の
年
額
（
当
該
学
生
又
は
生
徒

を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

が
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
。
以

「
授
業
料
調
整
年
額
」
と
い
う
。
）
（
当
該
学
生
に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す

下
こ
の
号
に
お
い
て
「
授
業
料
調
整
年
額
」
と
い
う
。
）
（
当
該
学
生
又
は
生
徒

る
減
免
額
算
定
基
準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
該

に
係
る
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
減
免
額
算
定
基
準
額
が
同
条
第
一
項
第
二
号
ロ

当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
授
業
料
調
整
年
額

か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
額
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ

に
同
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た
額
）
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ

れ
ぞ
れ
当
該
授
業
料
調
整
年
額
に
同
号
ロ
か
ら
ニ
ま
で
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
た

の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額

額
）
を
十
二
で
除
し
た
額
（
そ
の
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

）

こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
並
び
に
そ
の
額
及
び
利
率
）

（
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
貸
与
並
び
に
そ
の
額
及
び
利
率
）

第
二
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
第
二
種
学
資
貸
与
金
（
以
下
単
に
「
第
二
種
学
資
貸

第
二
条

法
第
十
四
条
第
一
項
の
第
二
種
学
資
貸
与
金
（
以
下
単
に
「
第
二
種
学
資
貸

与
金
」
と
い
う
。
）
の
月
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
に
在
学
す
る
者
（
通
信

与
金
」
と
い
う
。
）
の
月
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
校
に
在
学
す
る
者
（
通
信

に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

に
よ
る
教
育
を
受
け
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

額
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
が
選
択
す
る
額
と
し
、
そ
の
利
率
は
、
年
三
パ
ー
セ

額
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が
選
択
す
る
額
と
し
、
そ
の
利
率
は
、
年

ン
ト
と
す
る
。

三
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

貸
与
対
象
専
修
学
校

二
〇
、
〇
〇
〇
円
、
三
〇
、
〇
〇
〇
円
、
四
〇
、
〇
〇

四

専
修
学
校

二
〇
、
〇
〇
〇
円
、
三
〇
、
〇
〇
〇
円
、
四
〇
、
〇
〇
〇
円
、
五

〇
円
、
五
〇
、
〇
〇
〇
円
、
六
〇
、
〇
〇
〇
円
、
七
〇
、
〇
〇
〇
円
、
八
〇
、
〇

〇
、
〇
〇
〇
円
、
六
〇
、
〇
〇
〇
円
、
七
〇
、
〇
〇
〇
円
、
八
〇
、
〇
〇
〇
円
、

〇
〇
円
、
九
〇
、
〇
〇
〇
円
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
一
一
〇
、
〇
〇
〇
円
又
は

九
〇
、
〇
〇
〇
円
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
一
一
〇
、
〇
〇
〇
円
又
は
一
二
〇
、
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一
二
〇
、
〇
〇
〇
円

〇
〇
〇
円

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
貸
与

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
貸
与

対
象
校
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す
る
者
が
当
該
貸
与
対
象
校
に
入
学
し
た
月
又
は
当

対
象
校
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す
る
者
が
当
該
貸
与
対
象
校
に
入
学
し
た
月
又
は
当

該
貸
与
対
象
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ

該
貸
与
対
象
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ

り
設
置
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
同
条
第
一
項
に
お
い
て
「
貸
与
対
象
日
本
校
」
と
い

り
設
置
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
同
条
第
一
項
に
お
い
て
「
貸
与
対
象
日
本
校
」
と
い

う
。
）
に
在
学
す
る
者
が
外
国
の
大
学
若
し
く
は
大
学
院
に
留
学
し
た
月
に
貸
与
さ

う
。
）
に
在
学
す
る
者
が
外
国
の
大
学
若
し
く
は
大
学
院
に
留
学
し
た
月
に
貸
与
さ

れ
る
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

れ
る
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

第
一
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
学
生
が
選
択
す
る
額
に

第
一
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
学
生
又
は
生
徒
が
選
択

、
前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
機
構
の
定
め
る
額
（
そ
の

す
る
額
に
、
前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
機
構
の
定
め
る

額
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
が
選
択
す
る
額
）
に
、

額
（
そ
の
額
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
が
選
択
す
る

そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
四

額
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
三
〇
〇
、
〇
〇

〇
〇
、
〇
〇
〇
円
又
は
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
（
貸
与
を
受
け
る
学
生
が
当
該
入
学
を

〇
円
、
四
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
又
は
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
（
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は

し
た
月
に
当
該
留
学
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
二
〇
〇
、

生
徒
が
当
該
入
学
を
し
た
月
に
当
該
留
学
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
一
〇
〇
、
〇

〇
〇
〇
円
、
三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
四
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、

〇
〇
円
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
四
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
五

六
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
七
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
八
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
九
〇
〇
、
〇

〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
六
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
七
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
八
〇
〇
、
〇
〇

〇
〇
円
又
は
一
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
）
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
が
選
択
す
る

〇
円
、
九
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
又
は
一
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
）
の
う
ち
貸
与
を
受
け

額
を
加
え
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
の
場
合
に
お
け
る
利
率
は
、

る
学
生
又
は
生
徒
が
選
択
す
る
額
を
加
え
た
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、

年
当
た
り
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
利
率
と
す
る
。

そ
の
場
合
に
お
け
る
利
率
は
、
年
当
た
り
次
の
算
式
に
よ
り
算
定
し
た
利
率
と
す
る

。

Ｃ

×

３
＋

（Ｄ
－
Ｃ

）×

ｒ
Ｃ

×

３
＋

（Ｄ
－
Ｃ

）×

ｒ

（

）
＝

（

）
＝

利
率

パ
ー
セ
ン
ト

利
率

パ
ー
セ
ン
ト

Ｄ
Ｄ
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備
考

こ
の
算
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お

備
考

こ
の
算
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

Ｃ

第
一
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
学
生
が
選
択

Ｃ

第
一
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
学
生
又
は
生

し
た
額
、
前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
の
表
の
備
考
に
規
定
す
る
Ａ
の
額

徒
が
選
択
し
た
額
、
前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
の
表
の
備
考
に
規
定
す

る
Ａ
の
額

Ｄ

第
一
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
学
生
が
選
択

Ｄ

第
一
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
各
号
に
定
め
る
額
の
う
ち
学
生
又
は
生

し
た
額
に
、
前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
機
構
の

徒
が
選
択
し
た
額
に
、
前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
同
項
の
表
の
中
欄
に
掲
げ

定
め
る
額
（
そ
の
額
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学

る
機
構
の
定
め
る
額
（
そ
の
額
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
う
ち
貸
与
を

生
が
選
択
し
た
額
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
貸
与
を
受
け
る
学
生
が
こ
の
項
の
規
定

受
け
る
学
生
が
選
択
し
た
額
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生

に
よ
り
選
択
し
た
額
を
加
え
た
額

徒
が
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
選
択
し
た
額
を
加
え
た
額

ｒ

年
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
利
率
で
機
構
の
定
め
る
利
率
に
相
当
す
る
数

ｒ

年
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
利
率
で
機
構
の
定
め
る
利
率
に
相
当
す
る
数

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
に
併
せ
て
貸
与
す
る
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
額
及
び
利
率
）

（
第
一
種
学
資
貸
与
金
に
併
せ
て
貸
与
す
る
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
額
及
び
利
率
）

第
三
条

法
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
学
資
貸
与
金
に
併
せ
て
貸
与
す

第
三
条

法
第
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
学
資
貸
与
金
に
併
せ
て
貸
与
す

る
第
二
種
学
資
貸
与
金
に
つ
い
て
は
、
月
額
第
二
種
学
資
貸
与
金
（
貸
与
対
象
校
に

る
第
二
種
学
資
貸
与
金
に
つ
い
て
は
、
月
額
第
二
種
学
資
貸
与
金
（
貸
与
対
象
校
に

在
学
す
る
者
に
対
し
、
機
構
の
定
め
る
期
間
に
お
い
て
毎
月
貸
与
す
る
第
二
種
学
資

在
学
す
る
者
に
対
し
、
機
構
の
定
め
る
期
間
に
お
い
て
毎
月
貸
与
す
る
第
二
種
学
資

貸
与
金
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
一
時
金
額
第
二
種
学
資
貸
与
金
（

貸
与
金
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
一
時
金
額
第
二
種
学
資
貸
与
金
（

貸
与
対
象
校
に
入
学
し
た
者
に
対
し
そ
の
入
学
の
際
に
一
時
金
と
し
て
貸
与
す
る
第

貸
与
対
象
校
に
入
学
し
た
者
に
対
し
そ
の
入
学
の
際
に
一
時
金
と
し
て
貸
与
す
る
第

二
種
学
資
貸
与
金
及
び
貸
与
対
象
日
本
校
に
在
学
す
る
者
に
対
し
そ
の
者
が
外
国
の

二
種
学
資
貸
与
金
及
び
貸
与
対
象
日
本
校
に
在
学
す
る
者
に
対
し
そ
の
者
が
外
国
の

大
学
又
は
大
学
院
に
留
学
す
る
際
に
一
時
金
と
し
て
貸
与
す
る
第
二
種
学
資
貸
与
金

大
学
又
は
大
学
院
に
留
学
す
る
際
に
一
時
金
と
し
て
貸
与
す
る
第
二
種
学
資
貸
与
金

を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
貸
与
を
受
け
る
学
生
が
機
構
の
定

を
い
う
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う
ち
、
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
選
択
す
る
い
ず
れ
か
一
の
第
二
種
学
資
貸
与
金
と
す
る
。

機
構
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
選
択
す
る
い
ず
れ
か
一
の
第
二
種
学
資
貸
与
金
と
す

る
。
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２

（
略
）

２

（
略
）

３

一
時
金
額
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
額
は
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
二
〇
〇
、
〇
〇

３

一
時
金
額
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
額
は
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
二
〇
〇
、
〇
〇

〇
円
、
三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
四
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
又
は
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
（
貸

〇
円
、
三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
四
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
又
は
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
（
貸

与
を
受
け
る
学
生
が
当
該
入
学
を
し
た
月
に
当
該
留
学
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が
当
該
入
学
を
し
た
月
に
当
該
留
学
を
し
た
場
合
に
お

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
四
〇
〇
、
〇

い
て
は
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
四

〇
〇
円
、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
六
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
七
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
八

〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
六
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
七
〇
〇
、
〇
〇

〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
九
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
又
は
一
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
）
の
う
ち

〇
円
、
八
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
、
九
〇
〇
、
〇
〇
〇
円
又
は
一
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

貸
与
を
受
け
る
学
生
が
選
択
す
る
額
と
し
、
そ
の
利
率
は
、
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
超

）
の
う
ち
貸
与
を
受
け
る
学
生
又
は
生
徒
が
選
択
す
る
額
と
し
、
そ
の
利
率
は
、
年

え
る
利
率
で
機
構
の
定
め
る
利
率
と
す
る
。

三
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
利
率
で
機
構
の
定
め
る
利
率
と
す
る
。

（
学
資
貸
与
金
の
返
還
期
限
の
猶
予
）

（
学
資
貸
与
金
の
返
還
期
限
の
猶
予
）

第
六
条

法
第
十
五
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
事
由
は
、
大
学
、
大
学
院
、
高
等
専

第
六
条

法
第
十
五
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
事
由
は
、
大
学
、
大
学
院
、
高
等
専

門
学
校
又
は
貸
与
対
象
専
修
学
校
に
在
学
す
る
こ
と
そ
の
他
文
部
科
学
大
臣
の
認
め

門
学
校
又
は
専
修
学
校
に
在
学
す
る
こ
と
そ
の
他
文
部
科
学
大
臣
の
認
め
る
や
む
を

る
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
こ
と
と
す
る
。

得
な
い
事
由
が
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
学
資
支
給
金
の
額
）

（
学
資
支
給
金
の
額
）

第
八
条
の
二

学
資
支
給
金
の
月
額
は
、
学
資
支
給
金
を
受
け
る
者
（
以
下
「
支
給
対

第
八
条
の
二

学
資
支
給
金
の
月
額
は
、
学
資
支
給
金
を
受
け
る
者
（
以
下
「
支
給
対

象
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

象
者
」
と
い
う
。
）
に
係
る
支
給
額
算
定
基
準
額
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
額
に

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
額
に

百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
た
額
）
と
す
る
。

一

一
〇
〇
円
未
満

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に

一

一
〇
〇
円
未
満

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
学
校
等
及
び
通
学
形
態
の
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額

区

分

月

額

区

分

月

額
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

専
修
学

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人

自
宅
通
学

二
九
、
二
〇

専

修

学

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人

自
宅
通
学

二
九
、
二
〇

校

、
国
立
大
学
法
人
又
は
地
方
独
立
行
政

の
と
き

〇
円

校

、
国
立
大
学
法
人
又
は
地
方
独
立
行
政

の
と
き

〇
円

法
人
が
設
置
す
る
専
修
学
校

自
宅
外
通

六
六
、
七
〇

法
人
が
設
置
す
る
専
修
学
校

自
宅
外
通

六
六
、
七
〇

学
の
と
き

〇
円

学
の
と
き

〇
円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

「
専
修
学
校
」
は
、
専
門
課
程
及
び
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

（
新
設
）

専
修
学
校
の
専
攻
科
に
限
る
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）

（
学
資
支
給
金
の
支
給
の
期
間
）

（
学
資
支
給
金
の
支
給
の
期
間
）

第
八
条
の
三

機
構
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
支
給
対
象
者
に
対
し
て

第
八
条
の
三

機
構
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
支
給
対
象
者
に
対
し
て

、
当
該
各
号
に
定
め
る
月
数
を
限
度
と
し
て
、
学
資
支
給
金
の
支
給
を
行
う
も
の
と

、
当
該
各
号
に
定
め
る
月
数
を
限
度
と
し
て
、
学
資
支
給
金
の
支
給
を
行
う
も
の
と

す
る
。

す
る
。

一

過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者

当
該
支
給
対
象
者
が

一

過
去
に
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者

当
該
支
給
対
象
者
が

そ
の
在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の

そ
の
在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の

月
数
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
、
高
等
専
門
学

月
数
（
支
援
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
又
は
高
等
専
門

校
の
専
攻
科
又
は
専
修
学
校
の
専
攻
科
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に

学
校
の
専
攻
科
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が

必
要
な
期
間
の
月
数
が
二
十
四
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
二
十
四
月
を
超
え
な
い

二
十
四
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
二
十
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令
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範
囲
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
し
、
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
正
規
の

で
定
め
る
月
数
と
し
、
専
修
学
校
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要

修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が
四
十
八
月
を
超
え
る
場
合

な
期
間
の
月
数
が
四
十
八
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
四
十
八
月
を
超
え
な
い
範
囲

に
は
、
四
十
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
す
る
。

で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

附

則

附

則

（
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
利
率
の
特
例
）

（
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
利
率
の
特
例
）

第
二
条

第
二
種
学
資
貸
与
金
に
係
る
第
二
条
及
び
第
三
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に

第
二
条

第
二
種
学
資
貸
与
金
に
係
る
第
二
条
及
び
第
三
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
二
条
第
一
項
中
「
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「

つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
二
条
第
一
項
中
「
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「

年
三
パ
ー
セ
ン
ト
（
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
政
融
資
資
金
か
ら
の
借

年
三
パ
ー
セ
ン
ト
（
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
財
政
融
資
資
金
か
ら
の
借

入
金
の
利
率
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
日
本
学
生
支
援
債
券
の
利
率
を
加
重
平
均
す

入
金
の
利
率
及
び
同
項
の
規
定
に
よ
る
日
本
学
生
支
援
債
券
の
利
率
を
加
重
平
均
す

る
方
法
で
あ
っ
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
貸
与
を
受
け
る
学
生
が

る
方
法
で
あ
っ
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
貸
与
を
受
け
る
学
生
又

選
択
し
た
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
利
率
が
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
場
合
に
あ
っ
て

は
生
徒
が
選
択
し
た
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
利
率
が
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
の
場
合

は
、
当
該
利
率
）
」
と
、
同
条
第
二
項
の
表
利
率
の
欄
中
「
３
」
と
あ
る
の
は
「
附

に
あ
っ
て
は
、
当
該
利
率
）
」
と
、
同
条
第
二
項
の
表
利
率
の
欄
中
「
３
」
と
あ
る

則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
に
規
定
す
る
利
率
（
パ
ー

の
は
「
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
に
規
定
す
る
利

セ
ン
ト
）
に
相
当
す
る
数
」
と
、
同
表
備
考
中
「
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は

率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
相
当
す
る
数
」
と
、
同
表
備
考
中
「
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
」
と

「
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
に
規
定
す
る
利
率
」

あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
項
に
規
定
す

と
、
同
条
第
三
項
に
掲
げ
る
算
式
中
「
３
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
第
一
項
の

る
利
率
」
と
、
同
条
第
三
項
に
掲
げ
る
算
式
中
「
３
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
に
規
定
す
る
利
率
（
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
相
当

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
に
規
定
す
る
利
率
（
パ
ー
セ
ン
ト

す
る
数
」
と
、
同
項
の
備
考
中
「
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条

）
に
相
当
す
る
数
」
と
、
同
項
の
備
考
中
「
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
附

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
に
規
定
す
る
利
率
」
と
、
第
三
条

則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
一
項
に
規
定
す
る
利
率
」
と

第
三
項
中
「
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

、
第
三
条
第
三
項
中
「
年
三
パ
ー
セ
ン
ト
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
条
第
一
項
の
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り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
率
」
と
す
る
。

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
利
率
」
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
元
年
政
令
第
四
十
九
号
）
（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
授
業
料
等
減
免
の
額
）

（
授
業
料
等
減
免
の
額
）

第
二
条

確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
減
免
（
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

第
二
条

確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
減
免
（
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
授
業
料
の
減
免
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
年
額
及
び
入
学

よ
る
授
業
料
の
減
免
を
い
う
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
年
額
及
び
入
学

金
減
免
（
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
学
金
の
減
免
を
い
う
。
次
条
第
二
項

金
減
免
（
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
学
金
の
減
免
を
い
う
。
次
条
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
（
法
第

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
（
法
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
分

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一

法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者

当
該
授
業
料
等

一

法
第
四
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者

当
該
授
業
料
等

減
免
対
象
者
が
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
授
業
料
の
年
額
（
そ
の
額
が
次
の
表
の

減
免
対
象
者
が
在
学
す
る
確
認
大
学
等
の
授
業
料
の
年
額
（
そ
の
額
が
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
大
学
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
場

上
欄
に
掲
げ
る
大
学
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
場

合
に
は
、
同
欄
に
定
め
る
額
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
入
学
金
の
額
（

合
に
は
、
同
欄
に
定
め
る
額
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
入
学
金
の
額
（

そ
の
額
が
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
学
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め

そ
の
額
が
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
学
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め

る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
欄
に
定
め
る
額
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
欄
に
定
め
る
額
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
）

区

分

授

業

料

入
学
金

区

分

授

業

料

入
学
金

の
年
額

の
額

の
年
額

の
額

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

専
修
学

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法

専
門
課
程

一

六

六

七
〇
、

専
修
学

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法

学
科
（
夜

一

六

六

七

〇

、

校

人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成

（
夜
間
課

、

八

〇

〇
〇
〇

校

人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成

間
学
科
を

、

八

〇

〇
〇
〇
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十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第

程
を
除
く

〇
円

円

十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第

除
く
。
）

〇
円

円

一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を

。
）

一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を

い
う
。
）
、
国
立
大
学
法
人
又
は
地

い
う
。
）
、
国
立
大
学
法
人
又
は
地

方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政

夜
間
課
程

八

三

、

三
五
、

方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政

夜
間
学
科

八

三

、

三
五
、

法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

四

〇

〇

〇
〇
〇

法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

四

〇

〇

〇
〇
〇

地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
が

円

円

地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
が

円

円

設
置
す
る
専
修
学
校

設
置
す
る
専
修
学
校
（
専
門
課
程
に

限
る
。
以
下
同
じ
。
）

私
立
の
専
修
学
校

専
門
課
程

五

九

〇

一
六
〇

私
立
の
専
修
学
校

学
科
（
夜

五

九

〇

一

六

〇

（
夜
間
課

、

〇

〇

、
〇
〇

間
学
科
を

、

〇

〇

、

〇

〇

程
を
除
く

〇
円

〇
円

除
く
。
）

〇
円

〇
円

。
）

夜
間
課
程

三

九

〇

一
四
〇

夜
間
学
科

三

九

〇

一

四

〇

、

〇

〇

、
〇
〇

、

〇

〇

、

〇

〇

〇
円

〇
円

〇
円

〇
円

備
考

備
考

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

専
修
学
校
の
項
及
び
次
号
に
お
い
て
「
専
門
課
程
」
に
は
、
法
第
二
条
第

（
新
設
）

二
項
に
規
定
す
る
専
修
学
校
の
専
攻
科
を
含
む
。

六

専
修
学
校
の
項
に
お
い
て
「
夜
間
課
程
」
と
は
、
夜
間
に
お
い
て
授
業
を

五

専
修
学
校
の
項
に
お
い
て
「
夜
間
学
科
」
と
は
、
夜
間
に
お
い
て
授
業
を

行
う
専
修
学
校
の
専
門
課
程
を
い
う
。

行
う
学
科
を
い
う
。

七

第
一
号
の
夜
間
学
部
、
第
三
号
の
夜
間
学
科
及
び
前
号
の
夜
間
課
程
に
は

六

第
一
号
の
夜
間
学
部
、
第
三
号
の
夜
間
学
科
及
び
前
号
の
夜
間
学
科
に
は
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、
い
ず
れ
も
昼
間
及
び
夜
間
の
双
方
の
時
間
帯
に
お
い
て
授
業
を
行
う
も
の

、
い
ず
れ
も
昼
間
及
び
夜
間
の
双
方
の
時
間
帯
に
お
い
て
授
業
を
行
う
も
の
を

を
含
ま
な
い
。

含
ま
な
い
。

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

大
学
の
学
部
、
短
期
大
学
の
学
科
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の

３

大
学
の
学
部
、
短
期
大
学
の
学
科
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の

専
攻
科
を
含
む
。
）
又
は
専
修
学
校
の
専
門
課
程
（
同
項
に
規
定
す
る
専
修
学
校
の

専
攻
科
を
含
む
。
）
又
は
専
修
学
校
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
授
業
料

専
攻
科
を
含
む
。
）
に
お
い
て
通
信
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
授
業
料
等
減
免
対
象
者

等
減
免
対
象
者
に
対
す
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「

に
対
す
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
次
の
表
の
上
欄

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
学
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
額
を
超

に
掲
げ
る
大
学
等
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は

え
る
場
合
に
は
、
同
欄
に
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え

、
同
欄
に
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

る
場
合
に
は
、
一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
、
「
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
学
等
の
区

一
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
、
「
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
大
学
等
の
区
分
に
応
じ
、
同

分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
欄
に
定
め
る
額
」

表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
欄
に
定
め
る
額
」
と
あ
る
の
は
「

と
あ
る
の
は
「
三
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
す

三
〇
、
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
と
す
る
。

る
。

（
授
業
料
減
免
の
期
間
等
）

（
授
業
料
減
免
の
期
間
等
）

第
三
条

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
授
業
料
等

第
三
条

確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
授
業
料
等

減
免
対
象
者
に
対
し
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
月
数
を
限
度
と
し
て
、
授
業
料
減
免

減
免
対
象
者
に
対
し
て
、
当
該
各
号
に
定
め
る
月
数
を
限
度
と
し
て
、
授
業
料
減
免

を
行
う
も
の
と
す
る
。

を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

過
去
に
授
業
料
減
免
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者

当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者

一

過
去
に
授
業
料
減
免
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者

当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者

が
そ
の
在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間

が
そ
の
在
学
す
る
大
学
等
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間

の
月
数
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
、
高
等
専
門
学
校

の
月
数
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
短
期
大
学
の
専
攻
科
又
は
高
等
専
門
学

の
専
攻
科
又
は
専
修
学
校
の
専
攻
科
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必

校
の
専
攻
科
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が
二

要
な
期
間
の
月
数
が
二
十
四
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
二
十
四
月
を
超
え
な
い
範

十
四
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
二
十
四
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令
で



- 25 -

囲
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
し
、
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
正
規
の
修

定
め
る
月
数
と
し
、
専
修
学
校
の
正
規
の
修
業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な

業
年
限
を
満
了
す
る
た
め
に
必
要
な
期
間
の
月
数
が
四
十
八
月
を
超
え
る
場
合
に

期
間
の
月
数
が
四
十
八
月
を
超
え
る
場
合
に
は
、
四
十
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
で

は
、
四
十
八
月
を
超
え
な
い
範
囲
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
す
る
。
次

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
月
数
と
す
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

号
に
お
い
て
同
じ
。
）

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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○

文
部
科
学
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
一
号
）
（
第
九
条
関
係
）

※
現
行
は
文
部
科
学
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
七
年
政
令
第
二
百
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
も
の
（
令
和
七
年
十
月
一
日
施
行
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
初
等
中
等
教
育
局
の
所
掌
事
務
）

（
初
等
中
等
教
育
局
の
所
掌
事
務
）

第
五
条

初
等
中
等
教
育
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
五
条

初
等
中
等
教
育
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
五

生
徒
の
奨
学
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

生
徒
（
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
除
く
。
）
の
奨
学
に
関
す
る
こ
と

。

十
六
～
二
十
八

（
略
）

十
六
～
二
十
八

（
略
）

（
高
等
教
育
局
の
所
掌
事
務
）

（
高
等
教
育
局
の
所
掌
事
務
）

第
六
条

高
等
教
育
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
六
条

高
等
教
育
局
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

学
生
の
奨
学
並
び
に
学
生
及
び
生
徒
の
厚
生
及
び
補
導
に
関
す
る
こ
と
。

七

学
生
及
び
生
徒
の
奨
学
、
厚
生
及
び
補
導
（
生
徒
の
奨
学
に
あ
っ
て
は
、
専
修

学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

八
～
三
十

（
略
）

八
～
三
十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
参
事
官
の
職
務
）

（
参
事
官
の
職
務
）

第
四
十
二
条

参
事
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
十
二
条

参
事
官
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
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一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

生
徒
の
奨
学
に
関
す
る
こ
と
。

三

生
徒
（
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
除
く
。
）
の
奨
学
に
関
す
る
こ
と
。

四
～
十
三

（
略
）

四
～
十
三

（
略
）

（
学
生
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

（
学
生
支
援
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
八
条

学
生
支
援
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
十
八
条

学
生
支
援
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

学
生
の
奨
学
に
関
す
る
こ
と
。

一

学
生
及
び
生
徒
（
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
に
限
る
。
）
の
奨
学
に
関
す

る
こ
と
。

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）


